
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

二

七

八

号

大
使
公
邸
に
勤
務
す
る
公
邸
料
理
人
の
給
与
に
対
す
る
予
算
補
助
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
質
問

主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

278



大
使
公
邸
に
勤
務
す
る
公
邸
料
理
人
の
給
与
に
対
す
る
予
算
補
助
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
質
問

主
意
書

外
務
省
か
ら
の
大
使
公
邸
に
勤
務
す
る
料
理
人
（
以
下
、
「
公
邸
料
理
人
」
と
い
う
。
）
の
給
与
へ
の
補
助
（
以
下
、
「
補

助
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
提
出
し
て
き
た
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
七
一
号
、

一
二
二
号
、
一
六
〇
号
、
一
九
八
号
、
二
三
六
号
）
の
内
容
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
七
年
十
月
十
六
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
七
一
号
）
で
は
、
直
近
五
年
の
大
使

手
当
の
予
算
計
上
額
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
度
が
約
九
億
二
千
万
円
、
平
成
十
六
年
度
が
約
九
億
三
千
万
円
、
平
成
十
七

年
度
が
約
九
億
四
千
万
円
、
平
成
十
八
年
度
が
約
九
億
八
千
万
円
及
び
平
成
十
九
年
度
が
約
十
億
三
千
万
円
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
右
を
支
給
対
象
と
な
る
大
使
全
員
の
人
数
で
除
す
る
と
、
大
使
手
当
は
大
使
一
人
当
た
り
い
く

ら
支
給
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
の
大
使
手
当
は
、
年
度
ご
と
に
精
算
さ
れ
て
い
る
か
。
我
が
国
に
お
い
て
、
年
度
ご
と
に
予
算
の
概
算
要
求
が
な
さ
れ

る
時
、
前
年
度
に
ど
れ
だ
け
の
金
額
が
必
要
と
さ
れ
た
か
を
参
考
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
前
年
度
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と

承
知
す
る
が
、
一
の
大
使
手
当
が
予
算
計
上
さ
れ
る
際
に
、
各
大
使
に
よ
り
大
使
手
当
が
精
算
さ
れ
、
大
ま
か
に
で
も
大
使

一



手
当
の
使
用
項
目
が
示
さ
れ
、
具
体
的
に
ど
れ
く
ら
い
の
手
当
が
必
要
で
あ
る
と
、
予
算
要
求
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る

か
。

三

「
公
邸
料
理
人
」
へ
の
給
与
は
、
本
来
は
各
在
外
公
館
の
長
た
る
大
使
へ
の
大
使
手
当
よ
り
出
さ
れ
、
そ
れ
の
不
足
分
を

ま
か
な
う
た
め
に
「
補
助
」
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
す
る
が
、
そ
も
そ
も
「
公
邸
料
理
人
」
に
対
し
て
給
与
を
支
払

う
の
に
、
一
の
大
使
一
人
当
た
り
に
支
払
わ
れ
て
い
る
大
使
手
当
だ
け
で
は
不
足
し
、
更
に
外
務
省
か
ら
の
「
補
助
」
を
必

要
と
す
る
根
拠
を
、
二
の
大
使
手
当
の
予
算
要
求
の
際
の
根
拠
と
合
わ
せ
て
説
明
さ
れ
た
い
。

四

二
で
、
年
度
ご
と
の
大
使
手
当
が
精
算
さ
れ
て
お
ら
ず
、
予
算
要
求
の
際
の
具
体
的
根
拠
も
示
さ
れ
て
い
な
い
の
な
ら

ば
、
な
ぜ
「
補
助
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
。
現
在
百
八
の
大
使
公
邸
に
勤
務
す
る
百
六
十
六
人
の
「
公
邸
料
理

人
」
に
対
す
る
一
人
当
た
り
の
「
補
助
」
の
金
額
及
び
「
公
邸
料
理
人
」
が
従
事
す
る
公
的
会
食
業
務
の
回
数
並
び
に
そ
れ

に
要
し
た
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
と
の
質
問
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第

一
二
二
号
、
一
六
〇
号
、
一
九
八
号
、
二
三
六
号
）
で
は
い
ず
れ
も
「
整
理
の
作
業
が
膨
大
と
な
る
」
と
の
理
由
で
外
務
省

は
答
弁
を
避
け
、
詳
細
な
説
明
を
避
け
て
い
る
。
行
財
政
改
革
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
、
国
民
に
対
し
て
種
々
負
担
増
大
を
強

い
て
い
る
中
で
、
外
務
省
が
右
の
よ
う
に
情
報
の
開
示
を
せ
ず
、
根
拠
が
曖
昧
な
ま
ま
で
「
補
助
」
を
出
し
て
い
る
の
な
ら

二



ば
、
国
民
の
理
解
を
全
く
得
ら
れ
な
い
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

五

二
で
、
年
度
ご
と
の
大
使
手
当
が
精
算
さ
れ
て
お
ら
ず
、
予
算
要
求
の
際
の
具
体
的
根
拠
も
示
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
「
補

助
」
が
出
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
行
財
政
改
革
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
在
、
「
補
助
」
を
見
直
し
、
削
減
の
対
象

と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
財
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


